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ファンドの運用戦略

割安な状態となっている企業へ投資を行い、経営者と共に企業価値向上を図っていく投資信
託です。企業の経営者との関係構築を通じて長期的なリターンを追及します。

当ファンドのバリューアップ型投資の運用プロセス

投資投資投資投資 企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上 売却売却売却売却

� スクリーニング

� マネジメントインタビュー

� DCFによる企業価値評価

（価値向上前）

� 10位以内の主要株主

バリュエーションバリュエーションバリュエーションバリュエーション

のののの修正修正修正修正

� 企業価値向上を市場が認知

� フェアバリューでの売却

バリューアップバリューアップバリューアップバリューアップ活動活動活動活動、、、、

コンセンサスビルディングコンセンサスビルディングコンセンサスビルディングコンセンサスビルディング

� 事業戦略に関する提言を通じた企業価値向上

� 財務戦略に関する提言を通じた企業価値向上

� インセンティブプランに関する提言を通じた企業価値

向上の促進

※DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー＝割引現

在価値）とは、将来のキャッシュフロー（予測）から

現在価値を算出する方法をいいます。

株価株価株価株価（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

投資投資投資投資 企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上 売却売却売却売却

� スクリーニング

� マネジメントインタビュー

� DCFによる企業価値評価

（価値向上前）

� 10位以内の主要株主

バリュエーションバリュエーションバリュエーションバリュエーション

のののの修正修正修正修正

� 企業価値向上を市場が認知

� フェアバリューでの売却

バリューアップバリューアップバリューアップバリューアップ活動活動活動活動、、、、

コンセンサスビルディングコンセンサスビルディングコンセンサスビルディングコンセンサスビルディング

� 事業戦略に関する提言を通じた企業価値向上

� 財務戦略に関する提言を通じた企業価値向上

� インセンティブプランに関する提言を通じた企業価値

向上の促進

※DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー＝割引現

在価値）とは、将来のキャッシュフロー（予測）から

現在価値を算出する方法をいいます。

株価株価株価株価（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

株価ドライバー分析を通じた、企業価値向上施策の特定

企業価値向上施策を実行するためのコンセンサス作り

企業価値向上のためのコミュニケーション

投資期間を通じて企業価値向上の後にフェアバリューでの売却が目標

キャッシュフローと資産分析に基づいた割安銘柄の発掘1111

企業価値評価（バリューアップ効果を見込まずに十分魅力的な投資対象の発掘）2222

経営者評価（面談を通じ、企業価値向上のために協調できる投資先かを審査）3333

5555

6666

7777

4444

注：将来の市場環境の変動等により、必ずしも上記の運用プロセスが達成できるわけではありません。

したがって上記の運用プロセスが変更される場合もあります。
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企業が保有する純現金(現金同等物等 － 借入金等)

及び将来キャッシュフローの割引現在価値の合計額に

比べ、当該企業の株式時価総額が低い銘柄です。

株主に帰属する将来キャッシュフロー

1年目 4年目2年目 3年目 5年目

・・・

・・・

割安な株式への投資
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等割安と評価

される部分

スクリーニング（銘柄選定）手順

当社の考える割安銘柄とは、

第三者割当増資では徹底した

デューデリジェンスを実施します。

マネジメントインタビュー、経営者

への直接インタビューを重視しま

す。その中から潜在的な企業価

値を見出し投資後の友好関係を

構築できるかを確認します。

割安評価の考え方

1次スクリーニング（定量分析）
割引現在価値モデルをはじめ各種の指標を使用

2次スクリーニング（定性分析）
マネジメントインタビュー

3次スクリーニング（投資委員会）
価値向上/出口戦略

投資開始
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� 自社株買い、増配
� 株式消却
� 株式分割
� 市場変更
� グローバルIRサポート
� ROE目標設定・改善策

財務戦略に関する提言
を通じた企業価値向上

� SVA導入
� 株価ドライバーの認識
� 不採算事業の売却
� M&A、MBOサポート
� 遊休資産の有効活用
� 子会社の吸収合併
� スピンオフ

事業戦略に関する提言
を通じた企業価値向上

� ストックオプション
� 従業員持ち株会

インセンティブプランに
関する提言を通じた
企業価値向上の促進

� 投資期間を通じての企業価値向上が目標

� 市場売却、M&A及びMBO等に係るTOBによる売却、自社株買いへの応募等

企業価値向上のためのコミュニケーション

企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上

売却売却売却売却

1. 当ファンドでは、経営者と面談を重ね、率直な意見交換を行い、経営者が今必要としている分野、

例えば新製品の販路拡大、提携先企業の発掘、効率的な事業承継等を支援する事によって信

頼関係を構築し、企業価値向上という目標を共有出来る土壌を形成して行くことを目指します。

2. こうした土壌を大切にしながら、SVA（Shareholders’ Value Added：株主付加価値）導入や自社

株買い、不採算部門の縮小や親子上場等の非効率な仕組みの解消等を図り企業価値の向上

を企業と共に目指します。

3. 基本的には、割安な状態が解消された時点で市場での売却をはじめ、多様な出口戦略を検討

します。

具体的な企業価値向上活動
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お申込メモ (詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)

手数料等 (詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください)

◆ 信 託 期 間
◆ 決 算 日
◆ 収 益 分 配

◆ 取 得 の お 申 込
◆ お 申 込 期 間

◆ お 申 込 単 位
◆ お 申 込 価 額
◆ 解 約 の 単 位 1口単位
◆ 解 約 の 価 額

◆ 解 約 の ご 請 求
(制限があります )

◆ 解約代金の受渡日
◆ 課 税 上 の 取 扱

10年（平成20年2月27日～平成30年7月31日）

毎年7月31日

毎期、決算日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。分配金額
は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとします。ただし、分配対象額
が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
お申込期間中、原則として、いつでもお申込になれます。

平成20年11月17日～平成21年10月30日

※お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって
　更新されます。

1,000万口以上100万口単位(平成20年2月27日に1口1円で設定）

取得申込日の基準価額になります。

解約価額は、毎月最終営業日を特定日(一部解約請求受付日)として、その特定
日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

一部解約のお申込は、特定日（一部解約請求受付日）の前月の最終５営業日間
を一部解約申込日とします。
一部解約可能額は一部解約申込最終日の当該ファンドの総口数残高の10％を
上限口数とし、当該一部解約申込総口数が当該上限口数を上回った場合には比
例配分とします。
解約代金の受け渡しは、原則として特定日から起算して4営業日目からとします。

原則、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に
対して課税されます。

お客様には以下の費用をご負担いただきます。
◆ お 申 込 手 数 料

： 2.1％(税抜2.0％)
： 1.575％(税抜1.5％) 
： 1.3125％(税抜1.25％) 
： 0.7875％(税抜0.75％) 
： 手数料はありません

◆ 信 託 報 酬 基本報酬　：　
成功報酬　：　

◆ 信 託 財 産 留 保 額

◆ 信託事務等の諸費用

お申込手数料(外枠)は買付金額に対して申し受けます。
2,500万口未満
2,500万口以上       1億口未満
1億口以上 　　　      2億5000万口未満
2億5000万口以上   5億口未満
5億口以上

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の財務諸表の
監査に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用
状況により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

純資産総額に対して年1.911％　(税抜1.82％)
毎計算期間を通じて毎日、計算日の前営業日の基準価額が、一定
水準（「ハイ・ウォーターマーク」といいます。）以上に達した時、ハイ・
ウォーターマークを超過した額の20％（税込21％）を成功報酬として
受領します。

平成21年12月末日（解約申込日）まで、
一部解約の請求受付日の基準価額の2％

平成22年1月1日（解約申込日）以降は、
一部解約の請求受付日の基準価額の0.5％
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① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、毎月末日（これら当該日が休業日の場合は前営業日）を「特定

日」とし当該特定日を一部解約の請求受付日として、各特定日の属する月の前月の最終5営業日間（以下

「解約申込日」という。）に、最低単位を１口単位として、委託者の指定する販売会社がそれぞれ委託者の

承認を得て定める単位をもって委託者に一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約請求

可能額については、最終解約申込日の当該ファンドの総口数残高の10％を上限とし、比例配分とします。

② 上記①の比例配分については、委託者の裁量により、最終解約申込日における支払可能金額を上限とし

て、一部解約請求受益者全員に比例配分で解約代金の支払いを実行します。また一部解約が実行されな

かった口数に相当する金額については引き続き信託財産の一部として運用されます。

③ 換金の請求（解約申込日）の受付については、午後３時(半日営業日の場合は午前11時)までに、換金のお

申込みが行われかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの

を当日のお申込み分とします。

④ 上記②の一部解約の価額は、上記①に規定する一部解約の請求受付日の基準価額から下記⑤の信託財

産留保額を控除した額とします。

⑤ 信託財産留保額は、次の通りとします。

平成21年12月末日（解約申込日）まで：一部解約の請求受付日の基準価額の2％

平成22年 1月 1日（解約申込日）以降：一部解約の請求受付日の基準価額の0.5％

⑥ 換金代金は、原則として一部解約の請求日受付日「特定日」から起算して４営業日目から申込みの販売会

社において支払います。

⑦ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証

券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け

付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。

⑧ 上記⑦により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以

前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回

しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の

計算日を一部解約の請求受付日となる特定日として、第5項の規定に準じて計算された価額とします。

換金（解約）の手続について

一部解約のフロー（一部解約の請求受付日を7月31日とした例）

月
日 2 24 25 26 27 30 1 25 28 29 30 31 1 4 5

「

特
定
日」

　
一
部
解
約
金
支
払
日

最終５営業日
一部解約申込日

解
約
最
終
申
込
日

・
一
部
解
約
の
請
求
受
付
日

6月 7月 8月

～ ～ ～

最終５営業日
一部解約申込日
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ファンドのリスク

ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)

� 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落

した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。

� 金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下

落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の

変動要因となります。

� 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により有価証券

等の価格が下落すると、ファンドの基準価額の下落要因となります。

� 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要が無く売却不可能、あるいは売り供給が無く

購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市場動向や有価証券等の流通量などの状況、ある

いはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければ

ならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。

� 為替変動リスク
ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失が生じること

があります。

� 派生商品リスク

先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等の派生商品取引の利用をヘッジ目的に限定しておりま

せん。したがって、派生商品取引を活用することにより、実際の価格変動が見通しと異なった場合、損失

を被るリスクがあります。

� ファミリーファンド方式に起因するリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファンドへ投資

するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の流

出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場

合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

� 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価格は変動します。し
たがってファンドは元本が保証されているものではありません。

� 運用による損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。投資した資産の減少を含むリスクは、
投資信託をご購入の投資家の皆様が負うことになります。

� 投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

� 投資信託は、預金保険の対象ではありません。

� 当資料は販売用資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。

� 取得の申込に当たっては、目論見書をお渡ししますので、必ず内容を確認の上ご自身でご判

断ください。

●お申込に際してのご注意
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電話： 03-5208-5211
受付時間： 営業日の午前9時～午後5時
Web： http://www.simplexasset.com

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

【委託会社およびその他関係法人の概要】

委託会社 ： シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
信託財産の運用の指図を行います。

受託銀行 ： 住友信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理を行います。

販売会社 ： ニュース証券株式会社
本ファンドの販売業務等を行います。

ニュース証券株式会社 電話： 0120-411-965

受付時間： 営業日の午前8時30分～午後5時
Mail： info@news-sec.co.jp

Web： http://www.news-sec.co.jp


